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－おおさきInformation－
住民環境課�年金係
☎476-1111（123・126）

問住民環境課からのお知らせ　年金

障害基礎年金（20歳前障害）を受給している方へ
　対象者の方へ、７月はじめに日本年金機構から『国民年金受給権者所得状況届』（ハガキ）が郵送
されています。７月末日までに町役場年金係へ必ず提出してください。

　受給権者の欄に本人が必要事項を記入してください。（本人が記入できない場合は、代理人が記
入し、代理人署名欄に署名してください）
　「診断書の付いた所得状況届」が届いた方は、７月中に医師の診察を受け、診断書に記載しても
らってから提出してください。
　提出期間までに現況届の提出がない場合、または30年度の所得申告をされていない場合、年金
の支払いが一時停止されることがあります。この届出は、引き続き年金を支給すべきか判定する
年に一度の大切な手続きですので、必ず提出してください。

国民年金保険料の納付わすれはありませんか？
　平成30年4月分から平成31年3月分までの国民年金保険料は、月額16,340円です。

　保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めること
ができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして
便利でお得な「口座振替」もあります。保険料を未納のまま放置されると、延滞金を課すだけでは
なく、納付義務のある方※の財産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。
　経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付を免除する制度や猶予する制度
がありますので、放置せずぜひ役場の年金窓口までご相談ください。
※納付義務のある方と被保険者本人、延滞して納付義務を負う配偶者及び世帯主になります。

【申込み・問い合せ先】� 住民環境課�年金係　☎�476-1111　（内線123・126）
� 鹿屋年金事務所　　�☎�0994-42-5121

住民環境課�戸籍係
☎476-1111（122）

問「性暴力被害者サポートネットワークかごしま
（通称：フラワー）」の運営開始について

　鹿児島県では、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの充実・強化を図るため、専門
のコーディネーターを配置した相談拠点を設置し、６月８日から運営を開始しています。
　性暴力などで、どうしたらいいのか誰にも相談できず、お悩みの方は、是非、御活用ください。
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